
（参考）令和８年度の税制改正（内国税関係）による増減収見込額

平年度 初年度

１．個人所得課税

（１）物価上昇局面における基礎控除等の対応 ▲ 6,680 ▲ 7,060

（２）ひとり親控除の控除額の引上げ ▲ 10 -

（３）住宅ローン控除の拡充等 ▲ 90 0

（４）NISAの口座開設可能年齢の下限撤廃等 ▲ 60 0

（５）極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し 2,870 -

（６）通勤手当の非課税限度額の引上げ等 ▲ 20 ▲ 20

（７）公的年金等控除の見直し 50 -

（８）食事の支給について非課税とされる使用者の負担額の上限の引上げ ▲ 20 ▲ 20

　　個人所得課税　計 ▲ 3,960 ▲ 7,100

２．法人課税

（１）中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の見直し ▲ 20 ▲ 10

（２）大胆な設備投資の促進に向けた税制措置の創設 ▲ 4,100 ▲ 2,840

（３）研究開発税制の見直し 90 120

（４）賃上げ促進税制の見直し 6,750 3,340

（５）特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の見直し 20 10

　　法人課税　計 2,740 620

３．消費課税

（１）国境を越えた電子商取引に係る消費税の課税対象の見直し 410 -

（２）国際観光旅客税の税率引上げ 1,200 700

　　消費課税　計 1,610 700

（注１） 上記の計数は、10億円未満を四捨五入している。

（注２）

（注３）

（注４）

（注５）

（注６）

（注７）

（注８）

（注９）

（備考）研究開発税制の見直しによる増減収見込額の内訳

平年度

１．戦略技術領域型（重点産業技術試験研究費の額に係る税額控除制度）の創設等 ▲ 980

２．インセンティブの更なる強化（一般試験研究費の額に係る税額控除制度の見直し等） 1,070

（注） 上記の計数は、10億円未満を四捨五入している。

【別掲】　防衛力強化に係る財源確保のための税制措置による増収見込額

令和8年度 令和9年度 平年度

096,8032,9067,5）行施月4年8和令（設創の税人法別特衛防．１

021,2061,1044）行施月4年8和令（し直見の税こばた．２

065,2036,2083防衛特別所得税の創設（令和9年1月施行）．３

（注１） 上記の計数は、10億円未満を四捨五入している。

（注２）

（注３）

令和7年度税制改正及び令和8年度税制改正を踏まえた防衛力強化に係る財源確保のための税制措置による現時点の増収見込額を記載し
たもの。計数は今後変動がありうる。

復興特別所得税の税率引下げによる特別会計分の減収見込額は、平年度▲2,560億円程度、初年度▲380億円程度。

（単位：億円）

項 目

合 計 6,580 13,020 13,370

物品販売に係る消費税のプラットフォーム課税の導入によって、国外事業者に代わってプラットフォーム事業者から適正に納められることが
見込まれる消費税額は、平年度150億円。

令和8年度税制改正における自動車重量税のエコカー減税の見直しによる増収見込額は平年度280億円程度、初年度250億円程度（特別会計分
を含む）。他方、令和5年度税制改正において燃費基準の達成度の切上げを順次行っており、令和5年度改正後の燃費基準の達成度が適用され
るようになった令和7年度から令和8年度にかけて追加的に発生したエコカー減税制度による減収見込額は▲40億円程度（特別会計分を含む）。

（単位：億円）

改　　正　　事　　項

合 計 90

住宅ローン控除の拡充等による平年度減収見込額は、令和8年から令和12年までの居住分について、改正後の制度を適用した場合の減収
見込額と改正前の制度を適用した場合の減収見込額との差額の平均額を計上している。

（単位：億円）

改　　正　　事　　項

合 計 390 ▲ 5,780

揮発油税及び地方揮発油税の当分の間税率廃止による減収見込額は平年度▲1.0兆円程度。

賃上げ促進税制（給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度）の見直しによる増収見込額は、地方法人税等の増収見込額と合わせて
平年度7,780億円程度。

極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置（特定の基準所得金額の課税の特例）の改正前の制度部分の所得税の増収見込額は
1,130億円であり、令和8年度税制改正による増収見込額と合わせて平年度4,000億円となる。
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置（減収見込額▲170億円）の廃止（信託等可能期間を延長せずに終
了）により、将来的に同措置による減収効果が消失するものと見込まれる。

「１.（１）物価上昇局面における基礎控除等の対応」は、基礎控除の引上げ（平年度▲2,060億円、初年度▲2,390億円）、基礎控除等の特例の
拡充（平年度▲4,490億円、初年度▲4,500億円）及び給与所得控除の引上げ等（平年度▲130億円、初年度▲170億円）である。
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